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第４章 目標実現に向けた交通施策及び施策別のプロジェクト 

 

4-1 交通施策 

  前章で設定した計画の目標の実現に向け、以下のとおり交通施策を定めます。 

  

目 標 交通施策と考え方 

目標１： 

公共交通体系づくり 

施策１ 

●交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネッ

トワークの形成 

・鉄道新駅の設置と駅周辺のまちづくり施策等を進めます。 

・利用者ニーズに応じた公共交通ネットワーク構築を進めます。 

施策２ 

●地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

・地域特性に応じた利便性の高い公共交通ネットワーク構築を

進めます。 

・バリアフリー化を進め、利用者のサービス向上に努めます。 

施策３ 

●公共交通の利用促進に向けたモビリティ・マネジメ

ントの推進 

・自動車に依存しない公共交通等への転換を図ります。 

目標２： 

道路づくり 

施策４ 
●効率的・効果的な道路計画及び整備 

・円滑な自動車移動を図るため、計画的な整備を進めます。 

施策５ 

●既存の道路施設を利用した魅力的なまちづくりへの

活用推進 

・官民一体となり安全・安心なまち・道路空間づくりに努めます。 

目標３： 

自転車・歩行空間づ

くり 

施策６ 
●安全で快適に通行できる自転車・歩行空間の環境整備 

・健康的に気軽に外出しやすい回遊空間の整備を進めます。 

施策７ 
●自転車を活用したライフスタイルの推進 

・自転車需要の高まりに合わせ、種々の関連施策を進めます。 

目標４： 

新たな交通サービス

の仕組みづくり 

施策８ 
●新たなモビリティサービスを活用した取組の推進 

・新たな技術の活用について、積極的に取り組みます。 

目標５： 

多様な主体の連携ま

ちづくり 

施策９ 
●複数の主体が連携した「共創型交通」の推進 

・多様な移動手段の活用を図ります。 
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4-2 個別プロジェクト一覧 

 

 事業№ プロジェクト 

施策１ 1-1 新駅設置（郡山駅～安積永盛駅間）の検討 

1-2 公共交通の乗継強化 

1-3 鉄道駅周辺の交通アクセスの充実・強化 

1-4 路線バスの経路、ダイヤ、バスベイ等の検討 

1-5 パーク＆ライド、サイクル＆ライド等の検討 

1-6 観光周遊などの観光分野と連携した取組の推進 

施策２ 2-1 路線バスの運行確保・充実 

2-2 デマンド型交通の機能強化 

2-3 地域に合った旅客運送サービス導入の検討 

2-4 乗継・待合環境の改善・整備 

2-5 バリアフリー車両の導入促進 

施策３ 3-1 高齢者の公共交通利用に関する事業推進 

3-2 福島空港の利活用推進 

3-3 エコ通勤、ノーマイカーデーの推進 

3-4 公共交通利用に関する教育実施 

施策４ 4-1 環状道路網を優先した幹線道路の整備促進 

4-2 道路混雑箇所に関する軽減方策の検討 

4-3 長期未着手都市計画道路の見直し検討 

施策５ 5-1 公民協奏による居心地が良く歩きたくなる空間の創出 

5-2 公民が連携したバリアフリー化の推進 

5-3 災害に強く快適で歩きやすい無電柱化道路の整備推進 

施策６ 6-1 自転車レーン・歩道の整備推進 

6-2 (仮称)郡山市自転車活用推進計画の策定検討 

施策７ 7-1 シェアサイクル・レンタサイクル等の事業支援 

7-2 サイクルツーリズムの推進と来訪者への情報発信 

施策８ 8-1 ＭａａＳの導入に関する可能性の検討 

8-2 スマートフォンを活用したﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽの取組推進 

8-3 環境に配慮したモビリティサービスの推進 

施策９ 9-1 持続的な移動サービス創出可能性の検討 

9-2 市民・事業者・行政が連携したバリアフリー化の推進 
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4-3 個別プロジェクト 

 

目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-1 新駅設置（郡山駅～安積永盛駅間）の検討 

趣 旨  公共交通の利用促進及び地域の活性化など、安積地区副次地拠点にふさわ

しい交通結節機能の形成を目指した新駅設置について取り組むものです。 

事業内容 ◆新駅設置事業（郡山駅～安積永盛駅間）の検討 ≪行政・事業者≫ 

 新駅設置は、平成 22（2010）年１月策定の「郡山都市圏総合都市交通計画」

において、「郡山駅～喜久田駅間」及び「郡山駅～安積永盛駅間」の２駅の設

置検討が位置付けられ、このうち、「郡 

山駅～喜久田駅間」は平成 29（2017） 

年４月に「郡山富田駅」として開業が 

実現しています。 

 

 

 

 

 

「郡山駅～安積永盛駅間」について 

も公共交通の利用促進、周辺地域の活 

性化、高齢者等の移動手段の確保など、 

本市都市構造における安積地区副次拠点にふさわしい交通結節機能の形成実

現を目指し、関係機関と協議・調整を行いながら新駅設置に向けて検討を進

めます。 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-2 公共交通（鉄道、路線バス、高速バス等）の乗継強化 

趣 旨  公共交通の利用を促進するため、駅やバスターミナルでの乗り継ぎしやす

さの向上を図るものです。 

事業内容 ◆郡山駅東口の乗継環境の強化 ≪行政・事業者≫ 

郡山駅東側に立地する日本大学をはじめ福島県環境創造センター等の教

育・研究機関や福島空港等との連携強化及び利用者の利便性の向上を図るた

め、郡山駅西口に集中する路線バス、高速バス、福島空港リムジンバスの発着

や運行について、郡山駅東口への分散利用など関係者等と調整・協議を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東北新幹線及び在来線の路線間乗継強化 ≪行政・事業者≫ 

 通勤、通学者の利便性の向上、首都圏との地域間交流を促進し、地域の活性

化を図るため、新幹線「なすの」号の郡山駅発着便の増便及び「こまち」号、

「はやぶさ」号の郡山駅停車など、事業者等と調整・協議を進めます。 

 また、郡山市内の Suica未導入駅においては、Suica利用による乗り継ぎ利

便性向上のため、導入に向けた調整・協議を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼郡山駅西口（バスロータリー付近） 

▼Suica 対応改札（郡山富田駅） ▼東北新幹線 

▼郡山駅東口 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-3 鉄道駅周辺の交通アクセスの充実・強化 

趣 旨  交通と交流により、賑わいをもたらす鉄道駅周辺において、円滑に通行で

き、回遊性が高まる安全・安心な交通のアクセス整備を進めるものです。 

事業内容 ◆安積永盛駅を含む周辺地区のバリアフリー化の検討 ≪行政・事業者≫ 

 安積永盛駅は、郡山駅に次いで鉄 

道利用者が多い駅（１日平均利用者 

数約 4,274人/2021年）であり、バ 

リアフリー法第３条の国が定める基 

本方針（１日平均利用者数が 3,000 

人以上の旅客施設は原則すべてバリ 

アフリー化）に基づき、ＪＲ東日本 

と協議・調整を行い、当駅のバリア 

フリー化を目指します。 

 

また、安積永盛駅の西口広場では、 

交通結節機能強化の一環として、一 

般車両や大型車両の送迎スペース等 

の整備を行いましたが、今後は、当 

地域周辺の水災害リスクを踏まえた 

駅東西の連絡機能の強化など、駅周 

辺の一体的な整備検討を進めます。 

 

 

 

 

◆郡山駅西口におけるペデストリアンデッキの整備の推進 ≪行政≫ 

 大町土地区画整備事業における「日の出通り線」の整備に伴い、郡山駅との

連続性・回遊性の向上、駅前広場との連結強化、歩行者等の安全性・利便性を

考慮したべデストリアンデッキの整備について、周辺住民や関係機関と連携

しながら取り組みます。 

 

 

安積永盛駅（駅舎） 

安積永盛駅（構内） 

駅西口広場の整備 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-4 路線バスの経路、ダイヤ、バスベイ等の検討 

趣 旨  地域毎の人口動態や年齢構成、都市構造の変化等を踏まえ、効率的で利便

性の高い公共交通サービスが提供できるよう、地域の実情に即したバスネッ

トワークの構築を図るものです。 

事業内容 ◆路線バスの効率的運行の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 新設道路や商業・医療施設等の立地、大規模な開発行為等の環境変化に応

じたバス路線の経路変更、ダイヤの見直しなど、地域の方々や交通事業者と

協議・調整しながら効率的な運行サービスについて検討します。 

 また、バス路線の沿線人口等の統計データや利用情報（ＯＤデータ）の把握

に努め、交通事業者と連携しながら、長期的な視点に立った持続可能なバス

路線再編について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆バス専用レーンやバスベイ等の走行環境向上の検討 ≪行政・事業者≫ 

 路線バスの定時性・速達性を向上するため、特に市内の主要な渋滞箇所に

おけるバス専用レーンの導入、道路整備等と一体となったバスベイの設置に

ついて、交通事業者や道路管理者等の関係機関と協議しながら検討します。 

 また、市街地におけるバス停の位置については、利用者ニーズや主要な施

設の配置、バス停間の距離等を勘案しながら、改めてバス停の位置や数など

について、交通事業者と連携し検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

▼バス専用レーン（県道 17 号） ▼バスベイ（栃本停留所付近） 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-5 パーク＆ライド、サイクル＆ライド等の検討 

趣 旨  市街地における道路混雑の緩和や公共交通の利用促進などの目的で実施さ

れるパーク＆ライド、サイクル＆ライドを推進するとともに、それら推進に

向けた利用環境の整備を図るものです。 

事業内容 ◆パーク＆ライド、サイクル＆ライドの推進  

≪行政・市民（企業）・事業者≫ 

 パーク＆ライド、サイクル＆ラ 

イドは、現在、福島交通大槻営業 

所において、バス利用者専用の駐 

車場・駐輪場を用意するなど、事 

業に取り組んでおり、本市もウェ 

ブサイト等による周知・広報を行 

い、さらなる利用促進を図ってい 

きます。 

 

 

 ※パーク＆ライド、サイクル＆ライド：  

    ⇒通勤等の際に、自宅から最寄り駅まで自動車や自転車を使用し、 

公共交通機関に乗り換えて勤務先や目的地に向かう交通行動です。 

 

 

 

 

 

 

 本市では、市内の 11鉄道駅周辺において、自転車等駐車場を設置しており、

今後も施設の維持及び利用促進に向けた周知に努め、利用しやすいサービス

提供を継続するとともに、駅やバス停など、周辺の民間事業者等にもこれら

趣旨を説明しながら、駐車場や駐輪場の使用協力を促すなど、公民連携によ

りパーク＆ライド、サイクル＆ライドを推進していきます。 

  

 

パーク＆ライド 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 １交通結節点の機能強化と利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

事業№ 1-6 観光周遊などの観光分野と連携した取組の推進 

趣 旨  地域経済の活性化、交流人口や関係人口の創出・拡大を図るため、近隣市町

村との連携により、観光資源と連動した交通アクセス環境の充実等に取り組

むものです。 

事業内容 ◆来訪者へのわかりやすい道案内の取組の推進 ≪行政・事業者≫ 

観光案内ガイドブックやパンフレット等と連携したわかりやすい道案内の

取組を推進します。また、スマートフォンアプリやウェブサイトを活用した

観光情報と観光地への交通手段など、一体的に提供する方策について、関係

者等と連携し、取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆周遊型観光コースと連携した交通手段等の検討 ≪行政・事業者≫ 

周遊型観光コースに合わせ、観光地を結ぶ周遊バスやデマンド型交通など

の交通手段及びそれらの乗車券と観光地の入場券を一体化した企画乗車券の

販売の検討などについて、関係者等と連携し、取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼まちなか周遊バス「あかべぇ」（会津若松市） 

▼郡山市観光案内ガイドブック ▼仙台 MaaS 

出典：仙台市ウェブサイト 

出典：ウェブサイト 会津若松観光ナビ 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ２地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

事業№ 2-1 路線バスの運行確保・充実 

趣 旨  自動車利用が困難となる方々の増加が予測され、市民生活の足として欠か

せない路線バスの確保・維持・充実について、公民協奏により取り組むもので

す。 

事業内容 ◆路線バスの運行補助等の支援 ≪行政・事業者≫ 

 重要な拠点間を結ぶ路線や地域間幹線路線など、生活の足として重要な路

線は、事業者単独での維持が困難であり、他の交通機関への切り替えも含め

て、費用対効果、バス路線の最適化について、事業者と検証し、路線見直しを

図った上で、赤字バス路線を対象とした運行補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆路線バスをみんなで支える取組体制の整備検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 公共交通を支えていく機運を高めていくため、公共交通に関する課題や今

後の方策など、公民協奏により、検討及び協議する場を立ち上げ、協働で検討

します。 

併せて、市のウェブサイト 

や広報誌等により、公共交通 

の現状や取組について情報発 

信していきます。 
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◆公共交通の担い手確保の支援 ≪行政・事業者≫ 

 地域交通網の担い手である路線バス運転手については、高齢化や人手不足

が深刻であり、バス路線維持の大きな課題となっています。このため、交通事

業者の人材確保を支援するために、人材募集・採用活動への協力・支援を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆路線バス関連のＤＸ化の推進 ≪事業者≫ 

 本市で路線バスを運行する「福島交通㈱」及び「会津乗合自動車㈱」は、

既にバスロケーションシステムを導入しているところです。 

 近年、キャッシュレス決済やＭａａＳ、ＡＩ等の技術が進展しており、利用

者の利便性や交通事業者の生産性の向上が図られるよう、地域に合ったサー

ビスの提供について、交通事業者と連携し検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●バス運転者の平均年齢 

 

●福島県の大型第二種免許保有者数の推移 

 

 

出典 福島県警察本部 交通白書 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ２地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

事業№ 2-2 デマンド型交通の機能強化 

趣 旨  本市の持続的な公共交通ネットワーク構築に向け、デマンド型交通の機能

強化を検討し、さらなる利便性の向上を図るものです。 

事業内容 ◆乗合タクシーの運行改善・強化の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 乗合タクシーの利便性向上に向け、アンケート等により利用者や住民等の

意見を集約するとともに、既存の交通機関（鉄道、路線バス、タクシー）との

役割分担を考慮し、乗合タクシーにおける目的地や運行時間等、運行内容に

ついて、交通事業者と協議・調整を行いながら、改善・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆タクシー関連のＤＸ化の推進 ≪事業者≫ 

 キャッシュレス決済やＭａａＳ、ＡＩ等の技術が進展しており、利用者の

利便性及び交通事業者の生産性の向上に向け、乗合タクシーにおける予約や

配車等が、スマートフォン専用アプリなどにより対応可能なシステム導入に

ついて、交通事業者と連携し検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善の具体例＞ 

〇既存の乗合タクシーの予約時間 

の申込締切を、R4.1.1から改正し、 

午後の便を利用しやすくしました。 

＜イメージ＞ 

「かわまる（デマンド型交通）のイン

ターネット予約マニュアル」（川越市） 

https://www.city.kawagoe.saitama.j

p/smph/kurashi/kotsudorokasen/trai

n_bus/DemandRT/webreserve.html 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ２地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

事業№ 2-3 地域に合った旅客運送サービス導入の検討 

趣 旨  路線バスの運行又は乗合タクシー等の導入が困難な地域において、持続的

な旅客運送サービスの導入可能性について検討するものです。 

事業内容 ◆路線バスに代わる移動手段の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 利用者の減少等により、路線バス運行が困難となる地域において、住民の

移動手段を確保するため、現在、10地区 11エリアで乗合タクシーを運行して

います。これら以外の交通空白地区等においても、乗合タクシーを含め、地域

の実情に合った持続可能な旅客運送サービスの導入について、住民や交通事

業者と連携し検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

◆湖南地区における移動手段の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 湖南地区については、高齢化率が高く、バス利用者も減少している一方、路

線バスは、湖南小中学校や湖南高校の生徒の通学には欠かせない移動手段と

なっています。このため、湖南地区における路線バスの維持・確保に向け、交

通事業者と協議を行い、地区内を起終点とする路線に限り、利用料金の上限

を１回 500円とする制度を運用しています。 

湖南地区は、利用状況から大量輸送のバス車両が適し、乗合タクシーの導

入は困難と考えられているため、移動手段の維持・確保は、引き続き、現行制

度を運用しながら、今後、地域の実情に合った持続可能な旅客運送サービス

について、住民や交通事業者と連携し検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Ｈ28 年度実証運行（湖南地区） 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ２地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

事業№ 2-4 乗継・待合環境の改善・整備 

趣 旨  公共交通の利用を促進するため、悪天候や長時間の待合時においても、利

用者が安心して快適に利用できる乗継・待合環境の整備に取り組むものです。 

事業内容 ◆停留所への上屋・ベンチの設置検討 ≪市民（企業）・事業者≫ 

 交通結節点となる停留所（駅、バ 

ス停、乗合タクシーの乗降場所等） 

には、上屋やベンチの設置を検討す 

るなど、乗継・待合環境の整備を推 

進します。また、停留所近隣の事業 

者等にも、待合場所の提供を促すな 

ど、乗継、待合環境の向上を図りま 

す。 

 

 

◆複数の交通モードに関する運行情報の一体的な提供推進 ≪事業者≫ 

 停留所において、鉄道やバス等、 

複数の交通モードの運行情報を一 

体的に表示するなど、乗継情報の 

提供について、事業者等と連携し、 

わかりやすい乗継・待合環境の向 

上を推進します。 

 

 

◆案内表示の多言語化の推進 ≪事業者≫ 

 全国的な外国人旅行客の増加傾向を踏まえ、停留所（駅、バス停、乗合タク

シーの乗降場所等）における案内表示の多言語化を推進します。 

 

◆交通系ＩＣカードの普及・利便性向上の検討 ≪事業者≫ 

 鉄道においてはＪＲ東日本による「Suica（スイカ）」、路線バスは福島交通

による「NORUCA（ノルカ）」が導入されており、さらなる利便性向上に向けた

普及促進を図るとともに、ＩＣカードの相互利用化など推進します。 

 

 

▼コンビニと連携した待合スペース（横浜市） 

▼駅改札付近に設置したバスの運行情報板 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ２地域交通の維持・確保と利用者のサービス向上 

事業№ 2-5 バリアフリー車両の導入促進 

趣 旨  高齢者や障がい者等の円滑な移動に向け、バスやタクシーなどのバリアフ

リー対応車両の導入を促進し、交通の利用サービス向上を図るものです。 

事業内容 ◆ノンステップバスの計画的な導入促進 ≪事業者≫ 

 高齢者や障がい者、妊産婦、けが人など、様々な方々が、円滑にバス車両に

乗降できるよう、ノンステップバスの導入促進を図ります。 

 

【本市管内の導入】 

・車両台数 65台（109台中） 

 [令和 5（2023）年 2月末現在] 

 

 

 

 

 

 

◆ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の計画的な導入促進 

 ≪事業者≫ 

 高齢者や障がい者、妊産婦、けが人など、様々な方々が、円滑にタクシー車

両に乗降できるよう、ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の導入

促進を図ります。 

 

【本市管内の導入】 

・車両台数 58台（522台中） 

 [令和 5（2023）年 2月末現在] 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ３公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 

事業№ 3-1 高齢者の公共交通利用に関する事業推進 

趣 旨  高齢者が外出しやすい移動手段を確保し、社会参加の増加、健康の増進、ひ

いては持続的なまちづくりにつなげるものです。 

事業内容 ◆公共交通利用に関する高齢者支援事業の推進 ≪行政・事業者≫ 

〇高齢者健康長寿サポート事業（市事業） 

  高齢者の社会参加の促進や健康の保持・増進、閉じこもり解消等の推進

のため、70 歳以上の方には、はり・きゅう・マッサージ、温泉、プールの

利用、75 歳以上の方には併せて路線バスやタクシーにも利用できる共通利

用券を交付。 

  ・70～74歳：１枚 500円の利用券を、年 10枚（5,000円分）を交付 

  ・75歳以上：１枚 500円の利用券を、年 16枚（8,000円分）を交付 

 

 

〇高齢者運転免許証返納推進事業（市事業） 

  高齢者等の交通事故防止対策として、運転免許証を返納された方には、

路線バスやタクシーに利用できる利用券を交付。 

  ・１枚 500円の利用券を、10枚（5,000円）を交付（１回限り） 

 

 

〇お得な路線バスの利用サービス（福島交通株式会社） 

  福島交通㈱によるＩＣカード「NORUCA（ノルカ）」は、回数券機能と定期

券機能を持つカードであり、65 歳以上の高齢者を対象にお得な乗り放題メ

ニューが用意。 
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◆その他交通弱者等への支援事業 ≪行政≫ 

〇重度心身障害者タクシー料金・自動車燃料費の助成（市事業） 

  在宅の重度心身障がい者にタクシー料金又は自動車燃料費いずれか助

成。 

 

  【対象者】 

・身体障害者手帳１級の交付 

    ・身体障害者手帳２級（肢体不自由・視覚障害者のみ）の交付 

    ・療育手帳Ａの交付 

    ・精神障害者保健福祉手帳１級の交付 

  【助成額】 年額 15,000円の範囲内 

 

 

〇人工透析患者通院交通費の助成（市事業） 

  身体障害手帳のあるじん臓機能障害者で、血液透析療法を受けるため、

自宅から通院する方に交通費を助成。 

 

  【助成額】 

通院に要する交通費（自家用自動車、タクシー、バス、電車使用）の

うち、月額 4,000円を超える額 

 

 

〇交通に関する高齢者支援に関する調査検討 

  交通に関する高齢者支援等について、他自治体の事例など調査しつつ、

本市にとって効率的・効果的な支援のあり方など検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ３公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 

事業№ 3-2 福島空港の利活用促進 

趣 旨  福島空港発着の空路の維持・確保及びさらなる利用促進に向け、公民連携

のもと、取組を推進するものです、 

事業内容 ◆空港からのアクセスの維持・確保 ≪行政・事業者≫ 

 航空機の発着時間に合わせ、 

福島空港と郡山駅前間には「リ 

ムジンバス」が運行されていま 

す。交流人口の拡大につながる 

空港利用者の円滑な移動及び利 

便性の向上のため、引き続き、 

運行の維持・確保を図ります。 

 

 

◆空港関連のＤＸ化の推進 ≪事業者≫ 

 シームレスな移動の実現に向 

け、就航しているＡＮＡと連携 

した、リムジンバス乗車券の事 

前購入やデジタルチケットによ 

る乗車、ＱＲコード、クレジッ 

トカード等をはじめとするキャ 

ッシュレス決済など、利用者の 

利便性の向上のためのＤＸ化を 

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「空港アクセスナビのご利用方法」 

（全日本空輸株式会社） 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/ 

prepare/airport-guide/access/ 

howto/#afterbooking 

●リムジンバスの運行 

出典：福島空港ウェブサイト 
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◆定期便、チャーター便の維持・確保に向けた関連取組の推進 

                        ≪行政・事業者≫ 

 福島空港からは、「札幌便（新千歳）」及び「大阪便（伊丹）」が定期就航し

ています。これら以外の国内定期便や海外定期便、チャーター便など、国内外

の空港利用者の拡大を目指し、「福島空港活用促進協議会」において、関係機

関相互の調整・協議を図り、種々の取組を推進します。 

 

【協議会のメンバー】 

  福島県知事（会長）・県市長会長・県町村会長・県商工会議所連合会会長・

県農業協同組合中央会会長・福島県観光交流局長、県内市町村長など 

 

【主な取組】 

  ・団体旅行利用促進に向けた助成の実施 

  ・国内定期便又は国内チャーター便を利用した募集型企画旅行の広告宣

伝活動に関する支援 

  ・航空ダイヤ、ミニパンフレット（時刻表）等の作成・配布など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福島県空港交流課ウェブサイト 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ３公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 

事業№ 3-3 エコ通勤、ノーマイカーデー等の推進 

趣 旨  市街地における道路混雑の緩和や公共交通の利用促進、環境負荷の軽減な

どの目的で実施されるソフト対策を推進するものです。 

事業内容 ◆エコ通勤の推進 ≪行政・市民・事業者≫ 

 市街地における道路混雑の発生時間帯は、通勤時と帰宅時がほとんどであ

り、これら時間帯による自動車利用からの交通手段の転換を図り、可能な範

囲で、公共交通や自転車、徒歩による「エコ通勤」を推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「エコ通勤」は、その普及促進を図るため、エコ通勤に関する取組を自主的

かつ積極的に推進する事業者を優良事業所として、公共交通利用促進等マネ

ジメント協議会（認証制度事務局：国土交通省、公益財団法人交通エコロジ

ー・モビリティ財団）が認証・登録する制度になります。 

 これら、認証制度について、市ウェブサイト等による周知・広報を行うとと

もに、参加事業者を「協力事業者」として紹介・顕彰するなど、エコ通勤の普

及促進を図ります。 

 

 ※本市では、平成 27（2015）年 

12月 28日付けで「エコ通勤 

優良事業所」の認証を取得し 

ています。 
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【認定に伴う市職員へのエコ通勤の推進】 

  自動車で通勤している職員に対し、健康の増進や環境負荷の軽減の観点

から、毎月 14日を「徒歩・自転車通勤推進の日」と設定し、自動車以外で

の通勤を推進しています。 

  また、公務遂行に当たっても、公用車利用を控え、路線バスの活用を推進

するため、「公用ノルカカード」の貸し出しを行っています。 

  さらに、職員のモビリティマネジメントの意識醸成を図るため、定期的

なエコ通勤に関する職員アンケートやモビリティマネジメント通信の発行

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ノーマイカーデー等その他公共交通利用の促進 ≪行政・市民・事業者≫ 

 

〇バス・鉄道利用促進デーの推進 

 県内の交通関係団体は、毎月１・11・ 

21日を「バス・鉄道利用促進デー」と設 

定し、環境にやさしいバス・鉄道の利用 

を促進しています。各交通事業者は、そ 

の日に限り県内のバス・鉄道が利用でき 

るお得な「バス回数券、鉄道定期券・乗 

車券」を販売しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：福島県生活交通課 
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目 標 １持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり 

方 針 ３公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 

事業№ 3-4 公共交通利用に関する教育実施 

趣 旨  すべての市民を対象に、身近な交通手段である公共交通の利用に関する教

育、啓発を実施するものです。 

事業内容 ◆バスの乗り方教室の実施 ≪行政・市民・事業者≫ 

 公共交通利用の重要性について、学校の 

交通教育の一環として、必要に応じ市及び 

バス事業者が学校に出向き、バスの乗り方 

体験を通じた教育を実施しており、引き続 

き、取組を推進していきます。 

 

 

 

◆市政きらめき出前講座による情報提供 ≪行政・市民≫ 

 市民の要望に応じ、交通施策に関する最 

新の情報や取組、公共交通利用の重要性等 

について、市職員が講師として出向き、一 

緒に学習するものであり、引き続き、取組 

を推進していきます。 

 

 

 

◆交通安全活動事業の推進 ≪行政・市民・事業者≫ 

 交通事故をなくすため、セーフコミュニ 

ティ活動を推進しながら、交通安全教室、 

市民大会等を実施するとともに、交通安全 

活動団体の活動を支援します。 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ４効率的・効果的な道路計画及び整備 

事業№ 4-1 環状道路網を優先した幹線道路の整備促進 

趣 旨  交通渋滞の緩和、円滑な自動車移動を図るため、道路ネットワークの効率

的・効果的な整備を進めるものです。 

事業内容 ◆環状線等街路整備事業の促進  ≪行政≫ 

 安全・円滑な道路交通や地域間のアクセス向上を図るため、環状道路網を

構成する都市計画道路の整備を進めます。 

 

【整備路線】 

①内環状線（延長 500ｍ） 

②内環状線（延長 900ｍ） ※県施工 

③東部幹線（延長 135ｍ） 

④東部幹線（延長 330ｍ） 

⑤笹川大善寺線（延長 347ｍ） 

 

 

 

 

◆幹線道路新設改良舗装事業の促進 ≪行政≫ 

 生活環境(利便性・安全性)の向上を図るため、幹線道路の整備を進めます。 

【整備路線】 

⑥太田２号線（延長 500ｍ） ⑧郡山インター線（延長 800ｍ） 

⑦麓山一丁目大久保線（延長 155ｍ） ⑨安積一丁目交差点 

 

◆土地区画整理事業の促進 ≪行政≫ 

 区画整理の手法により宅地の整理を行い、安全で安心して暮らせる都市基

盤の整備を進めます。 

 

【整備路線】  

⑩東部幹線（延長 423ｍ） 

⑪笹川大善寺線（延長 988ｍ） 

⑫安積永盛駅前線（延長 507ｍ） 

 

 

①内環状線 

③東部幹線 

⑪笹川大善寺線・⑫安積永盛駅前線 
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【幹線道路等整備状況図】 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ４効率的・効果的な道路計画及び整備 

事業№ 4-2 道路混雑箇所に関する軽減方策の検討 

趣 旨  市内の主要渋滞箇所における円滑な交通確保のため、渋滞緩和に資するハ

ード・ソフト両面での対策を検討するとともに対策実施を進めるものです。 

事業内容 ◆渋滞対策に関する方策検討 ≪行政≫ 

 平成 25 (2013)年 1月に福島県渋滞対策連絡協議会において市内 31箇所※

の主要渋滞箇所が特定されています。渋滞対策については、当協議会の中で

関係機関相互の調整・協議を図り、円滑な交通を確保するための対策を検討

していきます。    ※主要渋滞箇所は令和 2 (2020)年 3月に１箇所解除。 

 

【協議会メンバー】（県中・県南地区ワーキンググループ） 

  郡山国道事務所・福島県・福島県警・郡山市・白河市・須賀川市・ 

  田村市・鏡石町・矢吹町・泉崎村・三春町 

 

 

【本市の主要渋滞箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25（2013）年１月 

福島県渋滞対策連絡協議会 

記者発表資料 

・道路混雑状況（開成地区） 
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◆交通渋滞対策事業（ハード施策）の促進 ≪行政≫ 

 円滑な交通を確保するため、レーン増設や導流帯の標示等による渋滞対策

を検討し、計画的に整備を実施します。 

 

【対策実施及び検討箇所】 

 実施箇所 検討箇所 

桑野三丁目交差点（H26） 日和田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ西交差点 

桑野大槻線バスベイ整備（H27） 八山田辻道交差点 

福原交差点（H28） 郡山駅前交差点 

大町二丁目交差点（H30） 大町交差点 

並木一丁目交差点（R1～R4）  

 

【右折レーンの増設例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 過度な自動車利用による道路混雑を緩和し、円滑な交通を確保するため、

交通の実態を把握しつつ、自動車利用から他の交通手段への転換に係る取組

の推進を図ります。 

 

 

 ※ＴＤＭ（交通需要マネジメント）： 

   ＴＤＭは、道路利用者に時間、経路、交通手段等の利用変更を促し、交

通混雑の緩和を図るソフト施策の取組です。複数の交通機関との連携な

ど、複合的な施策実施により、都市の交通を円滑にするものです。 

 

 

 

<施工前> <施工後> 
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【取組のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＴＤＭ施策例】 

 〇フレックスタイム、時差出勤 

 〇相乗りシステム 

 〇駐車マネジメント、道路交通・駐車場情報の提供 

 〇ロードプライシング（※1）、トランジットモール（※2） 

 〇パーク＆ライド 

 〇バス専用・優先レーンの整備 

 〇新交通システムの整備 など 

 

 ※1ロードプライシング：  

特定の道路や地域、時間帯における自動車利用者に対して課金するこ

とで、自動車利用の合理化や交通行動の転換を促す。 

 ※2トランジットモール： 

   自家用自動車の通行を制限し、バスやタクシー、路面電車などの交通

機関だけが優先的に通行できる歩行者を中心とした空間・形態。 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ４効率的・効果的な道路計画及び整備 

事業№ 4-3 長期未着手都市計画道路の見直し検討 

趣 旨  現在の都市の状況や本市の目指すべき都市構造を勘案しながら、都市計画

に位置付けられた道路（いわゆる都市計画道路）のうち、長期にわたり未整備

となっている路線及び区間について、整備の方向性を検証します。 

事業内容 ◆長期未着手都市計画道路の見直し検討 ≪行政≫ 

都市計画道路は、国道、県道、 

市道に計画されており、このう 

ち、長期間未整備となっている 

路線及び区間について、県と市 

が共同して道路の役割や整備の 

必要性等を検証しながら、今後 

の整備方針（見直し計画）につ 

いて取りまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画道路の整備状況図】 

【整備方針（見直し計画）】 

H29（2017）年 3 月末時点 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ５既存の道路施設を利用した魅力的なまちづくりへの活用推進 

事業№ 5-1 公民協奏による居心地が良く歩きたくなる空間の創出 

趣 旨  ゆとりのある歩行者空間や歩道と一体となった居心地が良い空間創出な

ど、まちの魅力向上に有効な取組を推進するとともに支援に努めるものです。 

事業内容 ◆公民協奏のエリアプラットホーム構築の検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 郡山駅西口周辺地区において、都市の魅力を向上させ、まちのにぎわい創

出を図ることを目的に、都市再生特別措置法に基づいた公民協奏によるプラ

ットホーム構築を検討します（ウォーカブルまちづくりの推進）。 

 

 ※エリアプラットホーム： 

   公民の様々な主体が連携し、一体的にまちづくりを進めていくため、

公民の幅広い関係者がまちの将来像やまちづくりの方向性を議論・共有

するための場（プラットホーム）となります。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域生活拠点型再開発事業の推進 ≪行政・市民（企業）≫ 

 老朽化した市街地環境の整備改善及び市街地住宅の供給に資するため、土

地利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を支援します。（施

設整備に加え、開放された公共的空間の創出など） 

 

【事業の取り組み】 

事業箇所 区域面積 施工年度 

虎丸地区（ホテル）【完了】 約 0.9ha S63(1988)～H2(1990) 

細沼町地区(医療・住居等) 約 0.4ha R1(2019)～ 

大町二丁目地区(店舗・医療等) 約 0.8ha R3(2021)～ 

 

 

【公民連携のまちづくりイメージ】 



125 

 

【大町二丁目地区完成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

◆市街地再開発事業の推進 ≪行政・市民（企業）≫ 

 中心市街地の計画的な再開発に対し、土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能を更新し公共の福祉に寄与する再開発事業を支援します。（施設整備

に加え、建物のセットバックや敷地内の公共的空間の創出など） 

 

【事業の取り組み】 

事業箇所 区域面積 施工年度 

郡山駅西口【完了】 

<ビッグアイ、駅西口広場等> 
約 3.0ha S50(1975)～H12(2000) 

郡山中町第一地区【完了】 

<商業施設> 
約 1.0ha H6(1994)～H11(1999) 

郡山駅前一丁目第一地区【完了】 

<医療施設・住居等> 
約 0.6ha H18(2006)～H22(2010) 

郡山駅前一丁目第二地区 

<医療施設・住居等> 
約 0.4ha R3(2021)～ 

 

【郡山駅前一丁目第二地区完成イメージ】 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ５既存の道路施設を利用した魅力的なまちづくりへの活用推進 

事業№ 5-2 公民が連携したバリアフリー化の推進 

趣 旨  共生社会の実現に向け、幅広い関係者と連携しながら、ハード・ソフト両面

でのさらなるバリアフリー化を推進するものです。 

事業内容 ◆バリアフリーマスタープラン・バリアフリー基本構想の作成 ≪行政≫ 

 高齢者、障がい者等の移動や施設利用の利便性・安全性の向上を促進する

ため、公共交通機関や建築物、公共施設等のバリアフリー化を推進します。 

推進に当たっては、「高齢者、障 

害者等の移動等の円滑化の促進に関 

する法律」第 24条の２及び第 25条 

に基づき、バリアフリーマスタープ 

ラン・基本構想を作成し、市民、事 

業者、行政の連携により、ハード、 

ソフト両面のバリアフリー化を推進 

します。 

 

 

 

◆バリアフリー化に関する取組推進 ≪行政・市民・事業者≫ 

 市民・事業者・行政等が連携しながら、バリアフリー及びユニバーサルデザ

インの考え方を取り入れたハード・ソフト両面での取組を推進します。 

 

【行政が関与する主な取組】 

・環状道路等街路整備事業 ・市街地再開発事業 

・無電柱化促進事業 ・ユニバーサルデザイン推進事業 

・公園トイレ整備事業 ・通学路等交通安全確保事業 

・小中学校施設環境整備事業 ・交通安全活動事業 

 

 

 

◆バリアフリー化に関する提案制度の活用推進 ≪行政≫ 

 バリアフリー法第 24 条の５及び第 27 条に規定されるバリアフリー化に関

する提案制度の活用に備えた環境整備を進めます。 

 

 

【バリアフリー化の促進地区及び 

重点整備地区の設定】 
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目 標 ２円滑な交通とストック効果につながる道路づくり 

方 針 ５既存の道路施設を利用した魅力的なまちづくりへの活用推進 

事業№ 5-3 災害に強く快適で歩きやすい無電柱化道路の整備推進 

趣 旨  災害に強くより安全な無電柱化の必要性が高まっており、無電柱化の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものです。 

事業内容 ◆無電柱化促進事業の促進 ≪行政・事業者≫ 

 災害に強い道路環境整備、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上・

改善のため、無電柱化の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市の無電柱化箇所】 

路線名 延 長 整備年度 

駅前一丁目中町２号線（完了） 0.95km H3(1991)～H4(1992) 

本町開成線（完了） 0.64km H9(1997) 

熱海三丁目高玉線（完了） 1.03km H9(1997) 

大町大槻線（完了） 0.47km H12(2000)～H13(2001) 

向河原大町線（完了） 0.42km H15(2003)～H16(2004) 

日出山荒井線（完了） 

2.76km 
郡山南拠点土地区画整理事業 

H7(1995)～H21(2009) 

南二丁目一丁目線（完了） 

南一丁目１号線（完了） 

南一丁目３号線（完了） 

南一丁目３号線（完了） 

駅前二長者二丁目線（整備中） 0.30km 
大町土地区画整理事業 

H17(2005)～ 

開成三丁目７号線（整備中） 0.15km R2(2020)～ 

 

  

【電線共同溝イメージ】 
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【無電柱化の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備中の路線】（市施工） 

 <開成三丁目７号線>         <駅前二長者二丁目線> 
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目 標 ３環境にやさしく身近で健康的に利用できる自転車・歩行空間づくり 

方 針 ６安全で快適に通行できる自転車・歩行空間の環境整備 

事業№ 6-1 自転車レーン・歩道の整備推進 

趣 旨  交通安全や環境負荷の軽減、健康志向の高まり等の意識変化に対応した安

全で快適性が高い自転車・歩行空間の整備を推進するものです。 

事業内容 ◆自転車レーン・歩道の整備推進 ≪行政≫ 

 道路の構造や交通量等の特性に配慮し 

つつ、より安全で快適な通行ができるよ、 

う歩行者と自転車が分離された構造を基 

本としながら自転車通行空間の整備を検 

討・推進します。 

 

 

◆通学路安全対策事業の推進 ≪行政・市民≫ 

 登下校中の児童を巻き込む悲惨な交通事故が全国で多発したことを受け、

対策工事等により通学路における安全対策の継続的な強化を図ります。学校・

地域・関係機関等の連携・協働により、通学路における交通安全の確保に向け

た対策を継続的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同点検状況 対策協議会実施状況 

対策実施（例） 
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◆アイラブロード事業の推進 ≪行政・市民≫ 

 美しい道路環境の整備を推進するため、市民との協働による道路美化活動

を行います。活動いただくボランティア団体の加盟を募り、身近な生活道路を

愛護する住民参加型のまちづくりを 

推進します。 

 

【加盟団体数】  

  81団体（令和４(2022)年 12月現在） 

 

 

 

◆自転車等放置対策事業の推進 ≪行政≫ 

 自転車等放置防止誘導員を配置し、自転車等の放置防止の啓発と自転車等

駐車場の利用の呼び掛けにより、自転車利用者に駐車禁止区域の周知とマナ

ーの向上を図るなど、放置自転車の減少に向けた対策を継続的に推進します。 

 

▼郡山駅前の自転車等放置禁止・規制区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟団体名称看板 
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目 標 ３環境にやさしく身近で健康的に利用できる自転車・歩行空間づくり 

方 針 ６安全で快適に通行できる自転車・歩行空間の環境整備 

事業№ 6-2 （仮称）郡山市自転車活用推進計画の策定検討 

趣 旨  本市の自転車活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、自転車活用推進法第 11条に基づく市町村自転車活用推進計画の策定を検

討するものです。 

事業内容 ◆（仮称）郡山市自転車活用推進計画策定の検討 ≪行政≫ 

 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成や、サイクルスポーツ

の振興等による活力ある健康長寿社会の実現、サイクルツーリズムの推進に

よる観光振興、自転車事故の無い安全で安心な社会の実現など、自転車活用

の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、（仮称）郡山市自

転車活用推進計画の策定について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼交通安全教室 ▼猪苗代湖一周サイクリング”イナイチ” 

▼自転車通行空間の整備 
▼CYCLE AID JAPAN in 郡山 

 ツール・ド・猪苗代湖 

 

 県道郡山湖南線 
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目 標 ３環境にやさしく身近で健康的に利用できる自転車・歩行空間づくり 

方 針 ７自転車を活用したライフスタイルの推進 

事業№ 7-1 シェアサイクル、レンタサイクル等の事業支援 

趣 旨  環境負荷が少なく、健康の増進につながる自転車利用に向けて、利用環境

の整備などの取組について支援等を検討するものです。 

事業内容 ◆シェアサイクル、レンタサイクル（※1）等の取組支援 ≪行政・事業者≫ 

 公共交通を補完する交通手段と 

して、中心市街地等において有効 

なシェアサイクル・レンタサイク 

ル等について、民間事業者が整備 

を行う場合の支援等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サイクルポート整備に関する支援 ≪行政・事業者≫ 

 シェアサイクル、レンタサイク 

ル、一般の自転車が駐輪するサイ 

クルポートの整備に関し、公共施 

設や都市公園等の公共用地使用の 

取扱いや整備の支援等を検討しま 

す。 

 

 

 

 

 

▼シェアサイクルの例（仙台市） 

出典：仙台市自転車の安全な利活用推進計画 

▼公共施設への設置例（札幌市資料館） 

出典：第 4 回シェアサイクルの 

    あり方検討会 国土交通省 

※1 シェアサイクル、レンタサイクル： 

多数の自転車を都市内の各所に配置し、利

用者はどこの拠点からでも借り出しして、

好きな拠点で返却ができる新たな都市交

通手段。 

 一方、レンタサイクルは、借り出しした

拠点に返却する必要がある点でシェアサ

イクルと異なる。 

 

▼シェアサイクルのイメージ 
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目 標 ３環境にやさしく身近で健康的に利用できる自転車・歩行空間づくり 

方 針 ７自転車を活用したライフスタイルの推進 

事業№ 7-2 サイクルツーリズムの推進と来訪者への情報発信 

趣 旨  豊かな自然環境や歴史的な文化遺産等の地域資源を活かし、関係団体や周

辺地域と連携してサイクルツーリズムの推進を図ることにより、自転車を通

じた観光来訪の促進や地域の活性化を目指します。 

事業内容 ◆猪苗代湖サイクルツーリズム「イナイチ」の推進  

≪行政・市民（企業）≫ 

 風光明媚な景観を有する猪苗代湖を核としたサイクルツーリズムを推進す

るため、国や県、猪苗代湖周辺の市町村等と連携し、休憩場所やサポート体制

などの受入環境の整備、案内看板や路面標示などの走行環境の整備を進める

とともに、スマートフォンアプリや動画、ＳＮＳ等を活用した来訪者への情

報発信を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼サイクルステーション（休憩所） ▼スマートフォンアプリによる情報発信 

▼イナイチレンタサイクル 
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目 標 ４新たな交通サービスのチャレンジと仕組みづくり 

方 針 ８新たなモビリティサービスを活用した取組の推進 

事業№ 8-1 ＭａａＳの導入に関する可能性の検討 

趣 旨  交通機関の利用サービス向上に向け、本市の交通特性に応じたＭａａＳの

導入可能性を検討するものです。 

事業内容 ◆ＭａａＳ導入に向けた検討組織の設置検討 

 ≪行政・市民（企業）・事業者≫ 

本市におけるＭａａＳの導入に関して、交通事業者をはじめ、ＭａａＳの

システムの開発企業など、様々な関係者等を交えた検討会を設置し、本市の

実情に合った移動サービスのあり方など、導入の方向性等を検討します。 

 検討に際しては、交通サービスとしてのＭａａＳのみならず、観光・医療・

商業等の生活サービスとの連携など、多方面の取組も含め、ＭａａＳの検討

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ＭａａＳ（マース：Mobility as a Service） 

   ＭａａＳとは、地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動

ニーズに対応して、複数の公共交通それ以外の移動サービスを最適に組

み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。 

 

 

◆公共交通機関を活用したＭａａＳのシステム導入可能性の検討  

≪行政・市民（企業）・事業者≫ 

 本市においても乗合タクシーの利便性向上に向け、スマートフォン等から

の目的地や時間の検索、予約が可能となるようなシステムについて、交通事

業者、関係者などと調整・協議を進め、導入可能性を検討します。 
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【参考：地域類型別のサービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＭａａＳの可能性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ウェブサイト 

出典：国土交通省ウェブサイト 
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目 標 ４新たな交通サービスのチャレンジと仕組みづくり 

方 針 ８新たなモビリティサービスを活用した取組の推進 

事業№ 8-2 スマートフォンを活用したモビリティサービスの取組の推進 

趣 旨  「公共交通×スマートフォン」等の連携により、効率的で利便性の高い交通

ネットワーク構築に向けた取組を推進するものです。 

事業内容 ◆スマートフォンを活用した交通サービス向上の推進 

                  ≪行政・市民（企業）・事業者≫ 

  

〇スマートフォンによる経路検索：予約・配車サービスの検討 

公共交通を利用するすべての人たちの利便性及び交通事業者の生産性向上

に向け、スマートフォンを活用した経路検索、予約、配車、決済が可能となる

ような仕組みづくりについて、交通事業者、関係者などと調整・協議を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇デジタルチケットによるシームレスな決済サービスの検討 

 公共交通機関をシームレスに結び、円滑な乗継 

の実現に向け、スマートフォンを活用したデジタ 

ルチケット等の導入について、交通事業者、関係 

者などと調整・協議を進めます。また、観光施設 

や商業施設と連携したチケットなど、観光客の公 

共交通の利用促進、産業振興に寄与する取組につ 

いても検討します。 

 

 

 

 

 

 

出典 「日本版 Maasの推進」（国土交通省） 

出典：「デジタルチケットとは」 

（小田急電鉄株式会社） 
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目 標 ４新たな交通サービスのチャレンジと仕組みづくり 

方 針 ８新たなモビリティサービスを活用した取組の推進 

事業№ 8-3 環境に配慮したモビリティサービスの推進 

趣 旨  環境分野を含めた技術革新が進む次世代自動車を活用した様々な交通施

策を推進するものです。 

事業内容 ◆次世代自動車技術を活用した交通支援の検討  

≪行政・市民（企業）・事業者≫ 

ＭａａＳの基盤となる次世代自動車に関し、技術革新の核となる４分野に

ついて、新たな交通施策を研究し、公共交通に資する実証事業や各種支

援など検討します。 

 

（１）コネクテッド分野 

各種センサーを搭載したコネクテッドカーによる車両・道路状態分析等 

 

（２）自動運転分野 

 空港などで実証実験が行われている限定地域での無人自動運転輸送等 

 

（３）シェアリング・サービス分野 

 官民連携によるカーシェアリングサービス等 

 

（４）車両電動化分野 

電気自動車や燃料電池自動車の導入の促進及び支援等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●コネクテッドカー ●燃料電池自動車 

出典 総務省 
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◆電気バスを使用した運行システムの開発検討 ≪行政・事業者≫ 

 国の 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現目標に向けた取組

の一環として、電気バスの運行と地域エネルギーの一体管理の実現を目指す

ため、事業の核となる「みちのりＨＤ」及び「東京電力ＨＤ」の実証事業に

「福島交通㈱」が参画し、電気バスの導入及び運行システムを開発検証する

事業が進められています。 

 具体的には、バス運行管理の最適化システムとエネルギー需要調整マネジ

メントシステムを一体的に管理する「電気バス向けエネルギーマネジメント

システム（バスＥＭＳ）」の開発と技術検証など行うものです。 

 これら実証事業は、長期的な取組となることから、交通事業者と連携・協

力しながら支援していきます。 

 

 

●バスＥＭＳのイメージ 
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目 標 ５多様な主体の連携によるまちづくり 

方 針 ９複数の主体が連携した「共創型交通」の推進 

事業№ 9-1 持続的な移動サービス創出可能性の検討 

趣 旨  公共交通等のサービス提供が困難な場合、それに代わる自家用有償旅客運

送やスクールバス、病院、福祉輸送など、地域の輸送資源を活用した移動サー

ビスの創出を検討するものです。 

事業内容 ◆地域の輸送資源を活用した移動サービスの創出検討  

≪行政・市民・事業者≫ 

 本市では、路線バスの利用者減少や運転手の不足等により、郊外部のバス

路線の廃止が進み、代わりの交通手段として乗合タクシー導入が進められて

います。地域によっては交通サービスの提供が困難な場合もあることから、

自家用有償旅客運送やスクールバス、病院、福祉輸送等の送迎サービスなど、

地域の実情に応じた様々な輸送資源を活用した移動サービスについて、市民

や事業者等と連携しながら検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆福祉有償運送（※1）の導入検討 ≪行政・市民・事業者≫ 

 単独ではタクシー等の公共交通機関を利用できない身体障がい者等の移動

手段を確保するため、地域の関係者と調整・協議を行い、福祉有償運送等の取

組など検討します。 

 

※1 福祉有償運送：市町村やＮＰＯ法人等が、単独で公共交通機関を利用できない

身体障害者等を対象に、原則、ドア・ツー・ドアの個別輸送を

行うもの。 

出典：国土交通省 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き [入門編] 



140 

 

 

目 標 ５多様な主体の連携によるまちづくり 

方 針 ９複数の主体が連携した「共創型交通」の推進 

事業№ 9-2 市民・事業者・行政が連携したバリアフリー化の推進 

趣 旨  共生社会の実現に向け、市民、事業者、行政が連携し、重点的・一体的なバ

リアフリー化に関する取り組みの推進を図るものです。 

事業内容 ◆公共交通等のバリアフリーに関するソフト対策の推進 ≪事業者≫ 

 障がいの有無や年齢、性別等にかかわらず、誰もが自由に移動できる環境

を実現するためには、施設や車両等のハード整備だけではなく、整備したバ

リアフリー施設の機能が十分に発揮されるよう、利用者へサービスを提供す

ることが必要になります。 

施設や車両等のハード整備を継続的かつ計画的に推進するとともに、整備

したバリアフリー施設を適切に使用できるよう、スロープの設置や車いすに

よる乗降の介助など、サービスの提供に関する研修・教育等の実施を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆優先席や車いす使用者用駐車施設等の適正利用に関する広報啓発の推進  

≪行政・市民・事業者≫ 

 高齢者や障がい者等の優先席や車いす使用者用駐車施設等について、真に

必要な方が円滑に利用できるよう、ポスターの掲示や車内放送での呼びかけ

など、市民の理解・協力が深まる積極的な広報啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼駅ホームにおける 

スロープ板の設置例 

▼路線バスにおける役務の 

提供例（スロープ・介助） 

 

▼適正利用推進 

キャンペーンポスター 

（2021 年度）（国土交通省） 
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4-4 事業計画の作成に関して 

 

① 特定事業 

  「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく特定事業は、事業者等が地方

公共団体の支援を受けつつ実施する事業であり、同法第２条第５号に示す「軌道運送高度

化事業」、「道路運送高度化事業」、「海上運送高度化事業」、「鉄道事業再構築事業」、「鉄道

再生事業」、「地域旅客運送サービス事業」、「貨客運送サービス継続事業」及び「地域公共

交通利便増進事業」となります。当計画にこれらの事業を定めた場合、事業を実施する者

は、各々事業計画の作成が必要となります。 

  また、特定事業の種類や内容は、同法で定められており、「地域公共交通等の作成と運

用の手引き詳細編（令和４（2022）年３月国土交通省）」において、その概要をわかりや

すく整理され、以下のとおり示されています。 
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② 新モビリティサービス事業 

新モビリティサービス事業は、同法第２条第 16 号に示された情報通信技術その他の先

端的な技術を活用して２以上の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を

一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関

の利用者の利便を増進するサービスを提供する事業となります。 

  ＭａａＳなどの新たなモビリティサービスを実施しようとする事業者は、新モビリテ

ィサービス事業に係る事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができ、認定

された事業計画に基づく事業については、交通事業者の運賃・料金の届出手続きが簡素化

されます。 
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4-5 個別プロジェクトの実施プログラム 

  計画目標の実現に向け、市民、事業者、行政が連携し、施策毎の個別プロジェクトに取

り組んでいきます。 

  プロジェクト 
スケジュール 

2023(R5)～2030(R12) 

目標 1 施策 1 1-1 新駅設置（郡山駅～安積永盛駅間）の検討    

 ◆新駅設置事業（郡山駅～安積永盛駅間）の検討 

1-2 公共交通（鉄道、路線バス、高速バス等）の乗継強化    

 ◆郡山駅東口の乗継環境の強化、◆東北新幹線及び在来線の路線間乗継強化 

1-3 鉄道駅周辺の交通アクセスの充実・強化    

 ◆安積永盛駅周辺のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化検討、◆郡山駅西口のﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ整備推進 

1-4 路線バスの経路、ダイヤ、バスベイ等の検討    

 ◆路線バスの効率的運行の検討、◆バス専用レーン等の環境向上の検討 

1-5 パーク＆ライド、サイクル＆ライド等の検討    

 ◆パーク＆ライド、サイクル＆ライドの推進 

1-6 観光周遊などの観光分野と連携した取組の推進    

 ◆わかりやすい道案内の取組推進、周遊型観光ｺｰｽと連携した交通手段検討 

施策 2 2-1 路線バスの運行確保・充実    

 ◆路線バス運行補助等の支援、◆みんなで支える取組体制の整備検討など 

2-2 デマンド型交通の機能強化    

 ◆乗合タクシーの運行改善・強化検討、◆タクシー関連のＤＸ化推進 

2-3 地域に合った旅客運送サービス導入の検討    

 ◆路線バスに代わる移動手段検討、◆湖南地区における移動手段検討 

2-4 乗継・待合環境の改善・整備    

 ◆停留所の上屋・ﾍﾞﾝﾁの設置検討、◆案内表示の多言語化の推進など 

2-5 バリアフリー車両の導入促進    

 ◆ノンステップバスの導入促進、◆ＵＤタクシーの導入促進 

施策 3 3-1 高齢者の公共交通利用に関する事業推進    

 ◆公共交通利用に関する高齢者支援事業の推進、◆交通弱者等への支援 

3-2 福島空港の利活用推進    

 ◆空港からのアクセス維持・確保、◆空港関連のＤＸ化推進など 

3-3 エコ通勤、ノーマイカーデー等の推進    

 ◆エコ通勤の推進、◆ノーマイカーデー等その他公共交通利用の促進 

3-4 公共交通利用に関する教育実施    

 ◆バスの乗り方教室の実施、◆きらめき出前講座による情報提供など 

【
公
共
交
通
体
系
づ
く
り
】 

検討 

整備 

検討 

整備 

検討 

整備 

推進 

推進 

検討 

推進 

検討 

推進 

検討 

整備 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

検討 

推進 

推進 
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  プロジェクト 
スケジュール 

2023(R5)～2030(R12) 

目標 2 施策 4 4-1 環状道路網を優先した幹線道路の整備促進    

 ◆環状線等街路整備事業の促進、◆幹線道路新設改良舗装事業の促進など 

4-2 道路混雑箇所に関する軽減方策の検討    

 ◆渋滞対策に関する方策検討、◆交通渋滞対策事業の促進など 

4-3 長期未着手都市計画道路の見直し検討    

 ◆長期未着手都市計画道路の見直し検討 

施策 5 5-1 公民協奏による居心地が良く歩きたくなる空間の創出    

 ◆ｴﾘｱﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ構築の検討、◆市街地再開発事業の推進など 

5-2 公民が連携したバリアフリー化の推進    

 ◆ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化に関する取組推進、◆ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の提案制度活用推進など 

5-3 災害に強く快適で歩きやすい無電柱化道路の整備推進    

 ◆無電柱化促進事業の推進 

目標 3 施策 6 6-1 自転車レーン・歩道の整備推進    

 ◆自転車レーン・歩道の整備推進、◆通学路安全対策事業の推進など 

6-2 （仮称）郡山市自転車活用推進計画の策定検討    

 ◆（仮称）郡山市自転車活用推進計画の策定検討 

施策 7 7-1 シェアサイクル、レンタサイクル等の事業支援    

 ◆ｼｪｱｻｲｸﾙ、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ等の取組支援、◆ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ整備に関する支援 

7-2 サイクルツーリズムの推進と来訪者への情報発信    

 ◆猪苗代湖ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

目標 4 施策 8 8-1 ＭａａＳの導入に関する可能性の検討    

 ◆MaaS導入の検討組織の設置検討、◆MaaSのｼｽﾃﾑ導入可能性の検討 

8-2 スマートフォンを活用したﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽの取組の推進    

 ◆ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを活用した交通ｻｰﾋﾞｽ向上の推進 

8-3 環境に配慮したモビリティサービスの推進    

 ◆次世代自動車技術を活用した交通支援の検討、電気ﾊﾞｽの運行ｼｽﾃﾑ開発検討 

目標 5 

 

施策 9 9-1 持続的な移動サービス創出可能性の検討    

 ◆地域の輸送資源を活用した移動ｻｰﾋﾞｽ創出検討、◆福祉有償運送の検討 

9-2 市民・事業者・行政が連携したバリアフリー化の推進    

 ◆ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに関するｿﾌﾄ対策の推進、◆優先席等の適正利用の広報啓発推進 
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